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はじめに 

  

現在の日本の経済状況は、米国のサブプライム問題に端を発した世界規模の株価

下落の余波を受け、将来へ明るい見通しを立てていくことが困難な状態でございます。

日本経済の不況の波は、当然県民生活そして県財政へも尐なからぬ影響を及ぼすこ

とになるでしょう。 

このような厳しい経済状況ではありますが、上田知事におかれましては、今後も県民

一人一人が「ゆとり」と「チャンス」を維持し、実行できる県民生活の充実と、県民の立

場に立った行政サービスの更なる徹底、そして700万県民の持つ潜在力を活かした地

域づくりを引き続き推進して頂きたいと考えております。 

無所属刷新の会といたしましては、一党一派に縛られることなく、県民党の立場で、

地域の歴史・伝統・文化を大切にしながらも、県政の持続的発展のために変えるべき

ものは大胆に改革すべきという認識に立ち、今後も県政刷新に尽力していく所存でご

ざいます。 

つきましては、今後更なる県政の発展を念頭に置き、「平成 21年度 埼玉県予算編

成に関する要望書」を取り纏めましたので、県財政の大変厳しい状況ではございます

が、特段のご配慮を賜りますようここに要望いたします。 

 

 

平成 20年 10月 27日       

埼玉県議会 無所属刷新の会 

                                    代  表 鈴木 正人 

                                    副代表 中屋敷 慎一 

                                    幹事長 小野 克典 

政調会長 舟橋 一浩 
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★行財政改革 

●職員の知識・経験、情報力、信用力を活用し、予算以外の「知恵と汗」についても一    

体として考える「仕事編成」の取組を拡大 

●県・知事部局の職員削減と仕事の効率化を推進 

●県立施設、出資法人への補助金の見直しと整理縮減 

●入札事務の効率化、迅速化がはかれる電子入札の活用 

●談合防止のためのさらなる制度改革と、行政コストの削減 

●「指定管理者制度」のさらなる活用 

 

★総務関係 

●埼玉県広報の強化のために若者の意見を活用する機会と場の拡大 

●県内出身のタレントの広報への積極的活用 

●県広報番組の柔軟な発想による見直し 

●県民活動センターの利用者サービスの更なる拡充 

●県平和資料館の利用率向上の為の広報活動の充実と、館の歴史的史実に基づく

公正・中立な運営と我が国の戦後平和維持活動の公正な評価による展示内容の拡

充 

●自治会館敷地購入補助制度の新設 

 

★警察・防犯関係 

●警察官増員と装備・施設の整備などによる警察基盤の強化 

●地元自治体からの要望に応え信号機や横断歩道の大幅増設 

●福祉事業所の駐車除外手続き申請期間の延長 

●防災拠点となる公共施設の耐震化の早期整備推進 

●スクールゾーンエリア住民の特別通行許可証の地元交番による簡易発行 

●町内会や NPOによるパトロールなどの自主防犯活動組織の拡大と支援の強化 

 

★産業労働関係 

●金融機関の貸し渋り防止に向けた対策の拡充 

●創業支援対策の拡充 

●ニート、フリーターへの自立・就業支援対策の拡充 

●失業者の雇用対策の拡充 

●大手スーパーやフランチャイズ店の商店街加入促進 

●商店街に対し新商品の開発、普及、販売促進などの支援拡充 

●技術支援や情報提供、販路開拓など経営革新に挑戦している経営者への積極的

支援 
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●「創業するなら埼玉」と言われるよう、起業家やベンチャー企業に対し、技術開発、

資金調達の支援拡大に向けた経営相談窓口の機能強化 

●退職期を迎えた団塊の世代に対する就業・地域活動への支援 

●顧客ニーズにきめ細かく応える魅力ある商店街の形成支援 

●地域特性を活かしたサービスや、新商品の開発、普及、販売促進を支援 

●都市機能の適正立地や中心市街地のにぎわい回復を目的として改正されたまちづ

くり 3法を踏まえ、新しい制度の積極活用 

●フィルム・コミッション、ロケーションサービスの更なる充実・促進 

●若手経営者対象ゼミ、講演の実施を支援 

●観光庁発足に伴う、国と連動した更なる観光政策の促進・充実 

●外国人観光客誘致における、更なる受け入れ態勢の促進 

 

★農業関係 

●県内自給率アップに向けた本格的な対策強化 

●遊休農地の積極的活用 

●県内農産物のさらなる広報活動の推進 

●地産地消の推進 

●農家が、農業として自立した生計が立てられるような施策の展開 

●県内ブランド農作物の更なる普及啓発 

●「彩のかがやき」などの県産米の需要拡大 

●生産物に高い付加価値を付け、斬新な流通・販売戦略のもと、先駆的な高収益農

業の実現に向けた食品産業などとの連携支援 

●海外の姉妹・友好都市と提携した生産物の流通促進 

 

★環境関係 

●県有施設等への植栽を積極的に推進 

●都市部における屋上や壁面緑化のさらなる推進と積極的支援 

●事業者の ISO取得等への支援拡充 

●不法投棄へのパトロールと撤去体制の強化 

●行政と県民、企業、ＮＰＯが連携し、協働による緑地、農地、森林、水辺空間などの

保全・活用 

●アスベスト処理に対する県の対応策の更なる充実 

 

★都市整備関係 

●地域の歴史や伝統の調和したまちなみの誘導と、美しい景観を備えたまちづくりの     

推進 
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●河川敷にある未整備の親水公園整備と気軽に県民が参加出来るパークゴルフ場等

のスポーツ施設の整備 

 

★県土整備関係 

●河川敷等など未整備地区のスポーツ施設への活用 

●民間活力を利用した形での遊休地等へのスポーツの場の拡大 

●土地区画整理組合に対する無利子貸付金制度の創設 

 

★教育関係 

●県内すべての子供達が、地域の伝統芸能を総合的学習の時間や課外活動を活用  

し、授業等を通じてふれあい親しみ学べる場づくりの徹底 

●中学校歴史教科書において絞り込みの徹底排除と特定団体の圧力のかからない 

静かな環境での採択 

●多くの子供達が好きな部活動に入り、目標を持って大会に出場できるように合同部 

活動のあり方の研究と推進 

●事実に基づいた形での我が国や郷土に誇りをもてる正しい歴史教育の推進 

●親の学習を単なる子育て教室にならない形でさらなる推進 

●モンスターペアレント対策の拡充 

●先人を敬う心と規律ある態度を育む道徳教育のマニュアル化と推進 

●小中高校生への自然・社会体験活動の拡大 

●いじめの完全防止に向けた対策の強化 

●学力、規律ある態度、体力の３分野（知・徳・体）向上のための教育改革を徹底 

●習熟度別指導や補充的指導の拡大 

●公立学校の機能強化 

●自然や社会体験などによる体験学習の拡大と社会力の育成 

●教育行政重点施策における 3つの観点（人づくり、教育環境づくり、地域社会づく 

り）の更なる徹底 

●在校生、職員の立場に立った県立高等学校の再編整備事業の促進 

●公立学校の教員の民間企業等への研修制度の拡充と指導力向上策の強化 

 

★福祉・保健・医療関係 

●自治体病院への支援策強化 

●特別養護老人ホームの県単独補助制度のさらなる拡充と整備促進 

●医療需要へ対応するために開業医の積極的誘致 

●障害者福祉施設の就労支援機能の強化 

●障害者就業・生活支援センター事業の拡充 
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●民間活力による保育所の整備や、保育と幼児教育の一体的な運営を支援し、入所  

受け入れ枠のさらなる拡大 

●認可外保育施設や家庭保育室の県独自の安心安全基準づくりと支援強化 

●♯８０００番の相談時間の延長 

●小児救急医療の医師不足を解消するために医師確保対策推進事業の拡充 

●県立がんセンターの施設改修について、高度最先端設備の導入と医療スタッフの

充実 

●２次救急医療の充実を図るための、市町村への支援の拡充 

●ドッグランの整備促進と、災害発生時における犬・猫などのペットの避難場所の確保

への取り組み 

●動物指導センターの施設拡充 

●高齢者の文化・スポーツイベントの支援 

●健康づくりを支援する生活習慣病対策の実施 

●高齢になっても自立して暮らせる介護予防の支援 

●子育て応援宣言企業の登録拡大と取り組み支援 

●国民健康保険組合への特定健康診査・保険指導事業に対する財政支援 

●県立病院医師の県内自治体病院への兼職を可能にする制度の創設 

●北朝鮮による日本人拉致問題・人権侵害問題に対する県民意識の啓発事業の推 

進 

●小児科・産婦人科医の充実を図るための具体的施策の推進 

 

★NPO活動関係 

●団体希望寄付金制度の県民への広報活動の強化 

●行政の下請け活動とならないよう、自立した NPO活動サポート体制を拡充 

●県民が NPO活動へ参加しやすくなるための情報提供や相談体制の強化 

●NPO と行政の協働をさらに推進 


